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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）  
核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請について  

 
 
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条第１項の規定に基

づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）核燃料物質使

用施設等保安規定について、別紙のとおり変更認可を申請します。 

 



別紙 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

核燃料物質使用施設等保安規定の変更 

 

 

この保安規定に係る変更の内容及び変更の理由は、次のとおりである。 

なお、変更の内容等の詳細は、別添に示す。 

 

１．変更の内容 

（１）１Ｆ燃料デブリの分析等に係る変更 

① 第７２条として、福島第一原子力発電所内で採取した燃料デブリ（以下「１Ｆ燃料デ

ブリ」という。）を受け入れる際の年間予定使用量の管理に係る事項を追加する。それ

に伴い、「別表第３９ 年間予定使用量（第７２条）」の照射燃料試験施設及び照射燃

料集合体試験施設における記載を変更するとともに、「別表第３９．１ 年間予定使用

量（第７２条）」として、１Ｆ燃料デブリに関する年間予定使用量の表を追加する。 

② 第７４条の２として、１Ｆ燃料デブリの加熱に係る安全対策を追加する。 

 

（２）燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器の開封点検作業終了に伴う変更 

① 照射燃料集合体試験施設において、燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器

の開封点検作業終了に伴い、関連する記載の削除を行う（第７４条の３、別表第４０及

び別表第４４）。 

 

（３）個人線量計の区分の明確化 

① 個人線量計のうち、個人の被ばく管理又は作業管理を目的とする線量計を補助線量計

と区分する（第３９条、別表第１４）。 

② 個人線量計のうち、放射線業務従事者の被ばく線量の評価を目的とする線量計を基本

線量計と区分する（第３９条、別表第１４）。 

 

（４）記載の適正化に係る変更 

① 表記の見直しを行う。 

② 第１編別表第５について、文書名の変更及び文書番号の追加を行う。 

 

２．変更の理由 

（１）照射燃料試験施設及び照射燃料集合体試験施設において、１Ｆ燃料デブリの分析等

を行うため。 

（２）照射燃料集合体試験施設において、燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容

器の開封点検作業が終了したため。 

（３）個人線量計の区分を明確化するため。 

（４）記載の適正化のため。 

 

３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。 

 

以上 
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変更前 変更後 備考 

第１編 総則 

第１条～第３０条 （省略） 

 

第２編 放射線管理 

第１章 管理区域等の管理 

第３１条～第３８条 （省略） 

 

（管理区域の出入り管理） 

第３９条 管理区域管理者は、前条第１項により指定された者以外の者を管理区域に立ち入ら

せない措置を講じる。ただし、一時立入者として立入りの必要を認めた者については、この

限りではない。 

２ 管理区域管理者は、一時立入者を管理区域に立ち入らせる場合は、目的等を確認するとと

もに、職員等又は職員等以外の者であって年間請負契約等に基づき使用施設に常時立ち入る

者のうち当該施設の放射線業務従事者を立会者につけ、その者の指示に従わせる。 

３ 管理区域管理者は、管理区域に立ち入る者に、次の各号に掲げる事項を遵守させる。 

 (1) あらかじめ定められた出入口より出入すること。 

 (2) 個人線量計を別表第１４（１）及び（２）に従い着用すること。 

 

 

 (3) 定められた保護具を着用すること。 

 (4) 第一種管理区域から退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出され

たときは放射線管理第１課長に通知すること。 

 (5) 業務上必要でない物品を持ち込まないこと。 

４ 管理区域管理者は、前項第２号の一時立入者に着用させた個人線量計に異常が確認された

場合は、放射線管理第1課長に通知する。 

５ 放射線管理第1課長は、前項の通知を受けた場合は、放射線管理上必要な措置を講じると

ともに、線量の評価が必要と判断した場合は、環境監視線量計測課長に通知する。 

６ 環境監視線量計測課長は、前項の通知を受けた場合は、線量を評価し、本人に通知する。 

７ 放射線管理第１課長は、第３項第４号の通知を受けた場合は、その者に汚染を除去するた

めに必要な措置を講じさせるとともに、その結果を当該管理区域管理者に通知する。 

８ 放射線管理第１課長は、前項で講じた身体汚染の除去の際、内部被ばくのおそれがあると

判断した場合は、その者の内部被ばく検査を環境監視線量計測課長に依頼する。 

９ 環境監視線量計測課長は、前項の依頼を受けたときは、内部被ばく検査を行い、その結果

を放射線管理部長に報告する。 

１０ 放射線管理部長は、前項の報告を受けた場合は、所長、核燃料取扱主務者及び当該施設

を所掌するセンター長に報告するとともに、施設管理統括者及び部長に通知する。 

 

第４０条～第４５条 （省略） 

 

（線量率等の測定） 

第４６条 放射線管理第１課長は、管理区域内における線量率等の管理のため、別表第１６に

定めるところにより測定する。ただし、第二種管理区域にあっては、空気中の放射性物質濃

度の測定を省略することができる。 

２ 環境監視線量計測課長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、平常時の環境

放射線モニタリングの計画を立案し、その計画に基づき測定を行い評価する。 

 

 

第１編 総則 

第１条～第３０条 （変更なし） 

 

第２編 放射線管理 

第１章 管理区域等の管理 

第３１条～第３８条 （変更なし） 

 

（管理区域の出入り管理） 

第３９条 管理区域管理者は、前条第１項により指定された者以外の者を管理区域に立ち入ら

せない措置を講じる。ただし、一時立入者として立入りの必要を認めた者については、この

限りではない。 

２ 管理区域管理者は、一時立入者を管理区域に立ち入らせる場合は、目的等を確認するとと

もに、職員等又は職員等以外の者であって年間請負契約等に基づき使用施設に常時立ち入る

者のうち当該施設の放射線業務従事者を立会者につけ、その者の指示に従わせる。 

３ 管理区域管理者は、管理区域に立ち入る者に、次の各号に掲げる事項を遵守させる。 

 (1) あらかじめ定められた出入口より出入すること。 

 (2) 個人線量計（放射線業務従事者の被ばく線量の評価を目的とする基本線量計又は個人の

被ばく管理若しくは作業管理を目的とする補助線量計）を別表第１４（１）及び（２）に

従い着用すること。 

 (3) 定められた保護具を着用すること。 

 (4) 第一種管理区域から退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出され

たときは放射線管理第１課長に通知すること。 

 (5) 業務上必要でない物品を持ち込まないこと。 

４ 管理区域管理者は、前項第２号の一時立入者に着用させた補助線量計に異常が確認された

場合は、放射線管理第1課長に通知する。 

５ 放射線管理第1課長は、前項の通知を受けた場合は、放射線管理上必要な措置を講じると

ともに、線量の評価が必要と判断した場合は、環境監視線量計測課長に通知する。 

６ 環境監視線量計測課長は、前項の通知を受けた場合は、線量を評価し、本人に通知する。 

７ 放射線管理第１課長は、第３項第４号の通知を受けた場合は、その者に汚染を除去するた

めに必要な措置を講じさせるとともに、その結果を当該管理区域管理者に通知する。 

８ 放射線管理第１課長は、前項で講じた身体汚染の除去の際、内部被ばくのおそれがあると

判断した場合は、その者の内部被ばく検査を環境監視線量計測課長に依頼する。 

９ 環境監視線量計測課長は、前項の依頼を受けたときは、内部被ばく検査を行い、その結果

を放射線管理部長に報告する。 

１０ 放射線管理部長は、前項の報告を受けた場合は、所長、核燃料取扱主務者及び当該施設

を所掌するセンター長に報告するとともに、施設管理統括者及び部長に通知する。 

 

第４０条～第４５条 （変更なし） 

 

（線量当量率等の測定） 

第４６条 放射線管理第１課長は、管理区域内における線量当量率等の管理のため、別表第１

６に定めるところにより測定する。ただし、第二種管理区域にあっては、空気中の放射性物

質濃度の測定を省略することができる。 

２ 環境監視線量計測課長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、平常時の環境

放射線モニタリングの計画を立案し、その計画に基づき測定を行い評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人線量計の区分の明確化 

 

 

 
 

 

 

個人線量計の区分の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

用語の見直し 
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変更前 変更後 備考 

第４７条～第４８条 （省略） 

 

第２節 線量の評価 

（線量の評価） 

第４９条 環境監視線量計測課長は、放射線業務従事者に係る線量について、別表第１４及び

別表第１４の２に従って評価する。 

 

第４９条の２～第５０条（省略） 

 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第１章 核燃料物質等の運搬 

（周辺監視区域内運搬） 

第５１条 周辺監視区域内において核燃料物質等を運搬（周辺監視区域外からの搬入及び周辺

監視区域外への搬出は除く。）する課長（以下「内運搬担当課長」という。）は、あらかじ

め運搬計画を作成し、核燃料取扱主務者の同意を得るとともに当該部長の承認を受ける。た

だし、運搬する核燃料物質等の量が、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成２年科学技術庁告示第５号）第３条に定

める量を超えない場合は、運搬計画の作成を要しない。 

２ 内運搬担当課長は、核燃料物質等を周辺監視区域内で運搬するときは、次の各号に掲げる

措置を講じる。 

(1) 核燃料物質の運搬にあたっては、いかなる場合においても、臨界に達するおそれがない

ように行うこと。 

(2) 核燃料物質等を収納した容器（以下「運搬物」という。）の運搬機器への積付けは、運

搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

(3) 核燃料物質等は、同一の運搬機器に危険物と混載しないこと。 

(4) 核燃料物質等の種類、数量、性状等に応じて容器に封入する等障害防止のための措置を

講ずること。 

(5) 運搬物の運搬経路においては、赤色灯の点灯、見張人の配置等の方法により、運搬に従

事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の接近を制限すること。 

(6) 車両により運搬物を運搬する場合は、運搬車両の走行制限速度を遵守するとともに、核

物質防護上必要と認める場合は、保安のため他の車両を伴走させること。 

(7) 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため

の監督を行わせること。 

(8) 運搬物及びこれを運搬する車両の適当な箇所に法令で定める標識を取り付けること。 

３ 搬出元の課長は、運搬物を管理区域外へ搬出するときは、次の各号に掲げる事項について、

放射線管理第１課長の確認を得る。 

(1) 運搬物の表面密度が、別表第２７に定める値を超えないこと。 

(2) 運搬物、車両等に係る線量率が、別表第２８に定める値を超えないこと。 

４ 内運搬担当課長は、運搬中に放射性物質の漏えい等の異常が発生した場合には、付近の交

通を遮断する等の必要な応急措置を講じるとともに、第２１条に準じて直ちに通報する。 

 

（周辺監視区域外運搬） 

第５２条 周辺監視区域外へ核燃料物質等を運搬する課長及び周辺監視区域外から搬入する課

長（以下「外運搬担当課長」という。）は、法第５９条に基づく措置を講じるとともに、あ

らかじめ運搬計画を作成し、当該部長及び当該運搬を所掌するセンター長の確認、核燃料取

扱主務者の同意並びに所長の承認を受ける。 

２ 外運搬担当課長は、搬出時においては核燃料物質等が収納された容器（以下「輸送物」と

第４７条～第４８条 （変更なし） 

 

第２節 線量の評価 

（線量の評価） 

第４９条 環境監視線量計測課長は、放射線業務従事者に係る線量について、別表第１４及び

別表第１４．２に従って評価する。 

 

第４９条の２～第５０条（変更なし） 

 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第１章 核燃料物質等の運搬 

（周辺監視区域内運搬） 

第５１条 周辺監視区域内において核燃料物質等を運搬（周辺監視区域外からの搬入及び周辺

監視区域外への搬出は除く。）する課長（以下「内運搬担当課長」という。）は、あらかじ

め運搬計画を作成し、核燃料取扱主務者の同意を得るとともに当該部長の承認を受ける。た

だし、運搬する核燃料物質等の量が、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平成２年科学技術庁告示第５号）第３条に定

める量を超えない場合は、運搬計画の作成を要しない。 

２ 内運搬担当課長は、核燃料物質等を周辺監視区域内で運搬するときは、次の各号に掲げる

措置を講じる。 

(1) 核燃料物質の運搬にあたっては、いかなる場合においても、臨界に達するおそれがない

ように行うこと。 

(2) 核燃料物質等を収納した容器（以下「運搬物」という。）の運搬機器への積付けは、運

搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 

(3) 核燃料物質等は、同一の運搬機器に危険物と混載しないこと。 

(4) 核燃料物質等の種類、数量、性状等に応じて容器に封入する等障害防止のための措置を

講ずること。 

(5) 運搬物の運搬経路においては、赤色灯の点灯、見張人の配置等の方法により、運搬に従

事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の接近を制限すること。 

(6) 車両により運搬物を運搬する場合は、運搬車両の走行制限速度を遵守するとともに、核

物質防護上必要と認める場合は、保安のため他の車両を伴走させること。 

(7) 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のための

監督を行わせること。 

(8) 運搬物及びこれを運搬する車両の適当な箇所に法令で定める標識を取り付けること。 

３ 搬出元の課長は、運搬物を管理区域外へ搬出するときは、次の各号に掲げる事項について、

放射線管理第１課長の確認を得る。 

(1) 運搬物の表面密度が、別表第２７に定める値を超えないこと。 

(2) 運搬物、車両等に係る線量当量率が、別表第２８に定める値を超えないこと。 

４ 内運搬担当課長は、運搬中に放射性物質の漏えい等の異常が発生した場合には、付近の交

通を遮断する等の必要な応急措置を講じるとともに、第２１条に準じて直ちに通報する。 

 

（周辺監視区域外運搬） 

第５２条 周辺監視区域外へ核燃料物質等を運搬する課長及び周辺監視区域外から搬入する課

長（以下「外運搬担当課長」という。）は、法第５９条に基づく措置を講じるとともに、あ

らかじめ運搬計画を作成し、当該部長及び当該運搬を所掌するセンター長の確認、核燃料取

扱主務者の同意並びに所長の承認を受ける。 

２ 外運搬担当課長は、搬出時においては核燃料物質等が収納された容器（以下「輸送物」と
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変更前 変更後 備考 

いう。）を管理区域外へ搬出するとき、搬入時においては輸送物を輸送車両から取卸したと

き、それぞれ放射線管理第１課長に輸送物の線量率及び表面密度の測定を依頼する。 

３ 放射線管理第１課長は、前項の依頼を受けた場合は、輸送物、車両の表面密度及び線量率

について、それぞれ別表第２７及び別表第２９に定める値を超えないことを確認する。 

 

第２章 放射性廃棄物等の管理 

（固体廃棄物の廃棄） 

第５３条 作業担当課長は、固体廃棄物を封入し廃棄する場合は、別表第３０に掲げるところ

に従い、線量率又は放射性物質の含有量に応じ分類したのち、カートンボックス、ペール缶

又はドラム缶等（以下「所定の容器」という。）に収納し、それぞれの容器に廃棄物の内容、

主な核種とその量、線量率を明示する。 

２ 作業担当課長は、前項において、汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニルバッ

グ、ビニルシート又はビニル袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納する。 

３ 作業担当課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難なフィルタについて、

ビニルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

４ 作業担当課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難な大型機械等につい

て、ビニルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。ただし、ＷＤ

Ｆにあっては、大型機械等を固体廃棄物としてセル又はホールに受け入れ、前処理を実施す

ることができる。 

５ 作業担当課長は、第１項から第４項の措置を講じた固体廃棄物について、放射性廃棄物を

示す標識及び整理番号を表示するとともに、別表第１１第２項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い記録する。 

６ 管理区域管理者は、前項の記録を別表第１１第２項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い保存する。 

７ 管理区域管理者は、第１項の所定の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

８ 管理区域管理者（高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、第１項に基づきＡＧ

Ｆ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２及びＦＭＦから固体廃棄物をＷＤＦで前処理するために環境技術課

長に引き渡す場合は、臨界管理上有意な量の核燃料物質を含んだ物を引き渡してはならない。 

 

第５３条の２ （省略） 

 

（液体廃棄物の容器による廃棄） 

第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液とに

区分し、別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反応を起こ

さないような措置を講じる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその量、線量率を

明示する。 

２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦ

については環境技術課長が廃液処理装置により、ＭＭＦ及びＦＭＦについては高速炉第１課

長がＪＷＴＦの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によ

りそれぞれ処理する。 

 

第５５条～第６０条 （省略） 

 

（保管廃棄物の管理） 

第６１条 燃料試験課長は、汚染された水銀を保管廃棄する場合は、別表第３５に掲げる分類

に従って密封容器に封入し、保管容器内に収納し、保管廃棄場所であるＡＧＦキャスク保管

室にて保管廃棄する。保管廃棄場所は、別図第３に定めるとおりとする。 

２ 燃料試験課長は、汚染された水銀の数量、線量率、その他必要な事項を記録保存する。ま

いう。）を管理区域外へ搬出するとき、搬入時においては輸送物を輸送車両から取卸したと

き、それぞれ放射線管理第１課長に輸送物の線量当量率及び表面密度の測定を依頼する。 

３ 放射線管理第１課長は、前項の依頼を受けた場合は、輸送物、車両の表面密度及び線量当

量率について、それぞれ別表第２７及び別表第２９に定める値を超えないことを確認する。 

 

第２章 放射性廃棄物等の管理 

（固体廃棄物の廃棄） 

第５３条 作業担当課長は、固体廃棄物を封入し廃棄する場合は、別表第３０に掲げるところ

に従い、線量当量率又は放射性物質の含有量に応じ分類したのち、カートンボックス、ペー

ル缶又はドラム缶等（以下「所定の容器」という。）に収納し、それぞれの容器に廃棄物の

内容、主な核種とその量、線量当量率を明示する。 

２ 作業担当課長は、前項において、汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニルバッ

グ、ビニルシート又はビニル袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納する。 

３ 作業担当課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難なフィルタについて、

ビニルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

４ 作業担当課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難な大型機械等につい

て、ビニルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。ただし、ＷＤ

Ｆにあっては、大型機械等を固体廃棄物としてセル又はホールに受け入れ、前処理を実施す

ることができる。 

５ 作業担当課長は、第１項から第４項の措置を講じた固体廃棄物について、放射性廃棄物を

示す標識及び整理番号を表示するとともに、別表第１１第２項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い記録する。 

６ 管理区域管理者は、前項の記録を別表第１１第２項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い保存する。 

７ 管理区域管理者は、第１項の所定の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

８ 管理区域管理者（高速炉第１課長及び高速炉照射課長を除く。）は、第１項に基づきＡＧ

Ｆ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２及びＦＭＦから固体廃棄物をＷＤＦで前処理するために環境技術課

長に引き渡す場合は、臨界管理上有意な量の核燃料物質を含んだ物を引き渡してはならない。 

 

第５３条の２ （変更なし） 

 

（液体廃棄物の容器による廃棄） 

第５４条 作業担当課長は、液体廃棄物を容器により廃棄する場合は、水溶液と有機溶液とに

区分し、別表第３１により分類し、それぞれ所定の容器に入れ、かつ有害な化学反応を起こ

さないような措置を講じる。また、容器ごとに廃棄物の内容、主な核種とその量、線量当量

率を明示する。 

２ 管理区域管理者は、前項の容器を確認し、環境技術課長に引き渡す。 

３ 液体廃棄物中のアルファ放射性物質濃度が別表第３１における基準以上の場合は、ＷＤＦ

については環境技術課長が廃液処理装置により、ＭＭＦ及びＦＭＦについては高速炉第１課

長がＪＷＴＦの廃棄物処理設備により、ＡＧＦについては燃料試験課長が廃液処理装置によ

りそれぞれ処理する。 

 

第５５条～第６０条 （変更なし） 

 

（保管廃棄物の管理） 

第６１条 燃料試験課長は、汚染された水銀を保管廃棄する場合は、別表第３５に掲げる分類

に従って密封容器に封入し、保管容器内に収納し、保管廃棄場所であるＡＧＦキャスク保管

室にて保管廃棄する。保管廃棄場所は、別図第３に定めるとおりとする。 

２ 燃料試験課長は、汚染された水銀の数量、線量当量率、その他必要な事項を記録保存する。

 

用語の見直し 

用語の見直し 
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変更前 変更後 備考 

た、保管廃棄場所には、目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示し、当該容器には、

放射性廃棄物を示す標識及び整理番号を表示する。 

 

第３章 廃棄物管理施設へ引き渡す放射性廃棄物等の管理 

 

第６２条 （省略） 

 

（放射性廃棄物の引渡しにあたっての措置） 

第６３条 環境技術課長は、管理区域管理者から引き渡された固体廃棄物及び第５４条に定め

る液体廃棄物を廃棄物管理施設に引き渡す場合には、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 放射性廃棄物が別表第３０及び別表第３１に掲げる線量率又は放射性物質含有量の基

準又は放射性物質濃度の基準に従って、分類並びにそれらの表示がなされていることを確

認すること。 

(2) アルファ線を放出する放射性物質を含むものにあっては、放射性廃棄物に含まれるアル

ファ線を放出する放射性物質の含有量が表示されていることを確認すること。 

(3) 廃棄物管理施設に運搬する場合は、専用の運搬車で行うとともに、引き渡し数量、内容

物、線量率等の表示を確認して廃棄物管理施設に引き渡すこと。 

２ 環境技術課長、高速炉第１課長及び燃料試験課長は、第５６条に定める液体廃棄物を廃棄

物管理施設に引き渡す場合には、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 液体廃棄物が別表第３１に掲げる放射性物質濃度の基準に従って、分類されていること

を確認すること。 

(2) 廃液タンクに貯留された液体廃棄物を引き渡し先に移送する場合は、ＭＭＦ、ＭＭＦ－

２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦにおいては専用の廃液運搬車、ＡＧＦにおいては専用の

廃液運搬車又は廃液輸送管、ＪＷＴＦにおいては廃液輸送管により行うこと。ただし、廃

液輸送管によって移送する液体廃棄物の放射性物質の濃度については、別表第３１に掲げ

る液体廃棄物Ａの濃度の基準に従うものとする。 

(3) 液体廃棄物を引き渡す場合は、引き渡し量、放射性物質の濃度、主な核種等を確認する

こと。 

３ 環境技術課長、高速炉第１課長及び燃料試験課長は、固体廃棄物及び液体廃棄物を廃棄物

管理施設に引き渡すときは、当該廃棄物に関する記録又はその写しを廃棄物管理施設に送付

する。 

 

第６４条 （省略） 

 

 

第４編 施設管理 

第１章 施設の運転管理 

 

第６５条～第６６条 （省略） 

 

第２節 施設の運転管理 

（セル等の操作管理） 

第６７条 施設管理者は、セル、アイソレーションボックス、ホール及びグローブボックス等

（以下「セル等」という。）において、核燃料物質等を取扱うときは、以下の事項を遵守し、

作業の安全を確保する。 

(1) セルの内部の線量率が１ｍＳｖ／ｈに達したとき、セルの遮へい扉のインターロックが

作動するように設定する。ただし、除染、点検等特に必要なときは、放射線防護の措置を

また、保管廃棄場所には、目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示し、当該容器には、

放射性廃棄物を示す標識及び整理番号を表示する。 

 

第３章 廃棄物管理施設へ引き渡す放射性廃棄物等の管理 

 

第６２条 （変更なし） 

 

（放射性廃棄物の引渡しにあたっての措置） 

第６３条 環境技術課長は、管理区域管理者から引き渡された固体廃棄物及び第５４条に定め

る液体廃棄物を廃棄物管理施設に引き渡す場合には、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 放射性廃棄物が別表第３０及び別表第３１に掲げる線量当量率又は放射性物質含有量の

基準又は放射性物質濃度の基準に従って、分類並びにそれらの表示がなされていることを

確認すること。 

(2) アルファ線を放出する放射性物質を含むものにあっては、放射性廃棄物に含まれるアル

ファ線を放出する放射性物質の含有量が表示されていることを確認すること。 

(3) 廃棄物管理施設に運搬する場合は、専用の運搬車で行うとともに、引き渡し数量、内容

物、線量当量率等の表示を確認して廃棄物管理施設に引き渡すこと。 

２ 環境技術課長、高速炉第１課長及び燃料試験課長は、第５６条に定める液体廃棄物を廃棄

物管理施設に引き渡す場合には、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 液体廃棄物が別表第３１に掲げる放射性物質濃度の基準に従って、分類されていること

を確認すること。 

(2) 廃液タンクに貯留された液体廃棄物を引き渡し先に移送する場合は、ＭＭＦ、ＭＭＦ－

２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦにおいては専用の廃液運搬車、ＡＧＦにおいては専用の

廃液運搬車又は廃液輸送管、ＪＷＴＦにおいては廃液輸送管により行うこと。ただし、廃

液輸送管によって移送する液体廃棄物の放射性物質の濃度については、別表第３１に掲げ

る液体廃棄物Ａの濃度の基準に従うものとする。 

(3) 液体廃棄物を引き渡す場合は、引き渡し量、放射性物質の濃度、主な核種等を確認する

こと。 

３ 環境技術課長、高速炉第１課長及び燃料試験課長は、固体廃棄物及び液体廃棄物を廃棄物

管理施設に引き渡すときは、当該廃棄物に関する記録又はその写しを廃棄物管理施設に送付

する。 

 

第６４条 （変更なし） 

 

 

第４編 施設管理 

第１章 施設の運転管理 

 

第６５条～第６６条 （変更なし） 

 

第２節 施設の運転管理 

（セル等の操作管理） 

第６７条 施設管理者は、セル、アイソレーションボックス、ホール及びグローブボックス等

（以下「セル等」という。）において、核燃料物質等を取扱うときは、以下の事項を遵守し、

作業の安全を確保する。 

(1) セルの内部の線量当量率が１ｍＳｖ／ｈに達したとき、セルの遮へい扉のインターロッ

クが作動するように設定する。ただし、除染、点検等特に必要なときは、放射線防護の措

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 
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変更前 変更後 備考 

施したうえ、線量率が１０ｍＳｖ／ｈに達するまで作動しないよう設定することができる。 

 

(2) 別表第３６第２欄「負圧設定値」に従い、セル等の内部を負圧状態に維持する。ただし、

セル等が次の一に該当し、汚染拡大の防止に必要な措置を講じ、放射線管理第１課長の承

認が得られたときはこの限りでない。 

イ 固体廃棄物の搬出又は核燃料物質若しくは物品の搬出入 

ロ 内部の除染又は内装設備等の保守 

ハ 計画的な停電作業及び第７８条の５に定める保全活動 

ニ 第８０条に定める修理及び改造 

２ 施設管理者は、セル等の負圧状態が正常であることを確認したのちに、放射線業務従事者

にセル等の操作を開始させる。 

３ 施設管理者は、空気雰囲気のセル等の内部において、原則的にナトリウム、特殊引火物及

び水素ガスを使用してはならない。ただし、ＡＧＦの焼結炉の使用に際し、炉体内部を真空

にしたのちに５％水素－９５％アルゴン混合ガスを使用する際はこの限りでない。その他の

場合は、火災・爆発に係る安全性について事前評価を行い、窒素ガス置換あるいは持込量制

限等の安全対策を講じたうえで使用する。 

４ セル等において火災が発生した場合は、放射線業務従事者は、別表第３７に定める消火設

備等により消火を行うとともに、施設管理者は必要と判断するときは、セル等の給気の停止

措置を講じる。 

５ 施設管理者は、放射線業務従事者がセル等の操作が終了したときは、セル等の負圧状態が

正常であることを確認する。 

 

第６８条～第７１条 （省略） 

 

（核燃料物質の管理） 

第７２条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、使用施設等に核燃料

物質を受け入れるときは、第７３条に定める臨界管理を行うとともに、次の各号に掲げる量

を超えないようにする。 

(1) いかなる時点においても、受け入れようとする核燃料物質の量と在庫量との和が、別表第

３９に定める年間予定使用量のうち最大存在量を超えないこと。 

(2) １年間に取り扱う核燃料物質量の和が、別表第３９に定める年間予定使用量のうち延べ取

扱量を超えないこと。 

 

 

 

２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質の盗取又は所在

不明が生じた場合は、速やかに施設管理統括者に報告する。 

３ 前項の報告を受けた施設管理統括者は、速やかに所長、核燃料取扱主務者及び当該施設を

所掌するセンター長に報告する。 

 

第７３条～第７４条 （省略） 

 

 

第７４条の２ 削除 

 

 

 

置を施したうえ、線量当量率が１０ｍＳｖ／ｈに達するまで作動しないよう設定すること

ができる。 

(2) 別表第３６第２欄「負圧設定値」に従い、セル等の内部を負圧状態に維持する。ただし、

セル等が次の一に該当し、汚染拡大の防止に必要な措置を講じ、放射線管理第１課長の承

認が得られたときはこの限りでない。 

イ 固体廃棄物の搬出又は核燃料物質若しくは物品の搬出入 

ロ 内部の除染又は内装設備等の保守 

ハ 計画的な停電作業及び第７８条の５に定める保全活動 

ニ 第８０条に定める修理及び改造 

２ 施設管理者は、セル等の負圧状態が正常であることを確認したのちに、放射線業務従事者

にセル等の操作を開始させる。 

３ 施設管理者は、空気雰囲気のセル等の内部において、原則的にナトリウム、特殊引火物及

び水素ガスを使用してはならない。ただし、ＡＧＦの焼結炉の使用に際し、炉体内部を真空

にしたのちに５％水素－９５％アルゴン混合ガスを使用する際はこの限りでない。その他の

場合は、火災・爆発に係る安全性について事前評価を行い、窒素ガス置換あるいは持込量制

限等の安全対策を講じたうえで使用する。 

４ セル等において火災が発生した場合は、放射線業務従事者は、別表第３７に定める消火設

備等により消火を行うとともに、施設管理者は必要と判断するときは、セル等の給気の停止

措置を講じる。 

５ 施設管理者は、放射線業務従事者がセル等の操作が終了したときは、セル等の負圧状態が

正常であることを確認する。 

 

第６８条～第７１条 （変更なし） 

 

（核燃料物質の管理） 

第７２条 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、使用施設等に核燃料

物質を受け入れるときは、第７３条に定める臨界管理を行うとともに、次の各号に掲げる量

を超えないようにする。 

(1) いかなる時点においても、受け入れようとする核燃料物質の量と在庫量との和が、別表第

３９に定める年間予定使用量のうち最大存在量を超えないこと。 

(2) １年間に取り扱う核燃料物質量の和が、別表第３９に定める年間予定使用量のうち延べ取

扱量を超えないこと。 

(3) ＡＧＦ及びＦＭＦにおいて福島第一原子力発電所内で採取した燃料デブリ（以下「１Ｆ燃

料デブリ」という。）を受け入れる場合は、別表第３９．１に定める１Ｆ燃料デブリの年間

予定使用量を超えないこと。 

２ 施設管理者（環境技術課長及び高速炉第１課長を除く。）は、核燃料物質の盗取又は所在

不明が生じた場合は、速やかに施設管理統括者に報告する。 

３ 前項の報告を受けた施設管理統括者は、速やかに所長、核燃料取扱主務者及び当該施設を

所掌するセンター長に報告する。 

 

第７３条～第７４条 （変更なし） 

 

（１Ｆ燃料デブリの加熱に伴う安全対策） 

第７４条の２ 燃料試験課長は、１Ｆ燃料デブリの試料調製及び分析済試料の蒸発乾固処理に

おいて溶液を加熱するため、加熱作業においては人による常時監視及び万一の火災に備えた

消火剤の配置を行い安全を確保する。 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ燃料デブリの取扱いによ

る年間予定使用量に関する事

項の追加 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ燃料デブリの取扱いによ

る安全対策の追加 
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変更前 変更後 備考 

（燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器の開封点検及び酸化処理に伴う安全

対策） 

第７４条の３ 燃料試験課長は、燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器（以下この

条において「貯蔵容器」という。）内の試料（以下この条において「試料」という。）の酸

化処理が完了するまでは、試料が第３条の３の｢核燃料物質の取扱いに関する管理基準」を

満たしていないため、施設内の試料の移動作業、試料のバッグイン及びバッグアウト作業並

びに試料の酸化処理におけるグローブボックス作業において、作業員に全面マスクを着用さ

せて内部被ばくの防止の措置を講ずる。 

２ 燃料試験課長は、試料を収納した金属容器のバッグアウト時には金属容器表面及びバッグ

表面の汚染検査を行うとともに、金属容器を金属製の気密容器に収納した上で移動する。 

３ 集合体試験課長は、貯蔵容器をセルから搬出する際は、貯蔵容器表面の汚染検査を行い汚

染が無いことを確認する。 

４ 燃料試験課長は、酸化処理における加熱時は、消火剤を設置する等の火災対策を行うとと

もに、常時監視を実施して安全を確保する。 

５ 集合体試験課長及び燃料試験課長は、貯蔵容器の開封点検又は酸化処理に係る作業を行う

場合、別表第４４で必要とされる十分な力量を有する者を作業に充てる。 

 

 

第７５条～第８２条 （省略） 

 

 

 

 

 

別表第１～別表第４ （省略） 

 

別表第５ 品質マネジメントシステム文書体系（第９条） 

別紙のとおり 

 

別表第６～別表第１０ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウランの酸化処理に伴う安全対策） 

 

第７４条の３ 燃料試験課長は、燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン試料（以下この条に

おいて「試料」という。）の酸化処理が完了するまでは、試料が第３条の３の｢核燃料物質の

取扱いに関する管理基準」を満たしていないため、施設内の試料の移動作業、試料のバッグ

イン及びバッグアウト作業並びに試料の酸化処理におけるグローブボックス作業において、

作業員に全面マスクを着用させて内部被ばくの防止の措置を講ずる。 

 

２ 燃料試験課長は、試料を収納した金属容器のバッグアウト時には金属容器表面及びバッグ

表面の汚染検査を行うとともに、金属容器を金属製の気密容器に収納した上で移動する。 

 

 

３ 燃料試験課長は、酸化処理における加熱時は、消火剤を設置する等の火災対策を行うとと

もに、常時監視を実施して安全を確保する。 

４ 燃料試験課長は、試料の酸化処理に係る作業を行う場合、別表第４４で必要とされる十分

な力量を有する者を作業に充てる。 

 

 

第７５条～第８２条 （変更なし） 

 

附 則 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。 

 

 

別表第１～別表第４ （変更なし） 

 

別表第５ 品質マネジメントシステム文書体系（第９条） 

別紙のとおり 

 

別表第６～別表第１０ （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作業

終了に伴う記載の削除 

燃研棟貯蔵容器開封点検作業

終了に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作業

終了に伴う記載の削除 

項番号の見直し（以下、同じ。） 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作業

終了に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

附則の追加 
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変更前 変更後 備考 

別表第１１ 核燃料物質の使用等に関する記録（第２９条） 

記録事項 記録すべき場合 記録責任者 保存責任者 保存期間 

１.  使用施設等の施設管理（核

燃料使用規則第２条の１１の

７に規定するものをいう。以

下この表において同じ。）に

係る記録 

(ｲ) 使用前確認の結果 

 （第８１条） 

 

 

 

 

 

確認の都度 

 

 

 

 

 

施設管理者 

 

 

 

 

 

施設管理者 

 

 

 

 

 

同一事項に

関する次の

確認のとき

までの期間 

 

     

２. 放射線管理記録     

(ｲ) 使用施設の放射線遮蔽

物の側壁における線量率 

（第４６条） 

毎日作業中１

回 

放射線管理

第１課長 

放射線管理

第１課長 

５年間 

 

     

(ﾛ) 放射性廃棄物の排気口

又は排気監視設備及び排水口

又は排水監視設備における放

射性物質の濃度 

（第５６条、第５８条） 

排気又は排水

の都度（連続し

て排気又は排

水をする場合は

連続して） 

放射線管理

第１課長 

放射線管理

第１課長 

５年間 

 

     

(ﾊ) 管理区域及び周辺監視

区域における線量率((ｲ)に規

定する場合のものを除く。）並

びに管理区域における空気中

の放射性物質の１週間につい

ての平均濃度及び放射性物

質によって汚染された物の表

面の放射性物質の密度              

 

（第４６条） 

 

 

 

毎週１回 

 

管理区域に

あっては放

射線管理第

１課長周辺

監視区域に

あっては環

境監視線量

計測課長 

管理区域に

あっては放

射線管理第

１課長周辺

監視区域に

あっては環

境監視線量

計測課長 

５年間 

 

＊１：第６１条の汚染された水銀以外は、廃棄物管理施設に引き渡す。 

＊２：核燃料物質使用許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 

＊３：検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常ではないこ

とが明らかなものを除く。 

 

 

 

別表第１１ 核燃料物質の使用等に関する記録（第２９条） 

記録事項 記録すべき場合 記録責任者 保存責任者 保存期間 

１.  使用施設等の施設管理（核

燃料使用規則第２条の１１の

７に規定するものをいう。以

下この表において同じ。）に

係る記録 

(ｲ) 使用前確認の結果 

 （第８１条） 

 

 

 

 

 

確認の都度 

 

 

 

 

 

施設管理者 

 

 

 

 

 

施設管理者 

 

 

 

 

 

同一事項に

関する次の

確認のとき

までの期間 

 

     

２. 放射線管理記録     

(ｲ) 使用施設の放射線遮蔽 

物の側壁における線量当量率 

（第４６条） 

毎日作業中１

回 

放射線管理

第１課長 

放射線管理

第１課長 

５年間 

 

     

(ﾛ) 放射性廃棄物の排気口

又は排気監視設備及び排水口

又は排水監視設備における放

射性物質の濃度 

（第５６条、第５８条） 

排気又は排水

の都度（連続し

て排気又は排

水をする場合は

連続して） 

放射線管理

第１課長 

放射線管理

第１課長 

５年間 

 

     

(ﾊ) 管理区域及び周辺監視

区域における線量当量率((ｲ)

に規定する場合のものを除

く。）並びに管理区域における

空気中の放射性物質の１週

間についての平均濃度及び放

射性物質によって汚染された

物の表面の放射性物質の密

度              

（第４６条） 

 

 

 

毎週１回 

 

管理区域に

あっては放

射線管理第

１課長周辺

監視区域に

あっては環

境監視線量

計測課長 

管理区域に

あっては放

射線管理第

１課長周辺

監視区域に

あっては環

境監視線量

計測課長 

５年間 

 

＊１：第６１条の汚染された水銀以外は、廃棄物管理施設に引き渡す。 

＊２：核燃料物質使用許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 

＊３：検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常ではないこ

とが明らかなものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（途中省略） （変更なし） 

（以下省略） （変更なし） 
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変更前 変更後 備考 

別表第１２ ＷＤＦにおける区域区分と線量率（第３１条） 

区域名 線量率 備考 

グリーン区域 ≦２０μＳｖ／ｈ 放射線業務従事者等が立ち入る区域で汚

染の生じるおそれがほとんどない区域 

アンバー区域 ≦２００μＳｖ／ｈ 放射線業務従事者等が立ち入る区域で作

業により一時的に汚染のおそれがある区

域 

レッド区域 ＞２００μＳｖ／ｈ セル、ホール等で汚染あるいは汚染のお

それがある区域 

 

 

別表第１３ 立入制限区域の設定基準（第３４条） 

立入制限区域 

１．以下の各号の一に該当する区域。ただし、通常立ち入ることなく別途管理す

るＦＭＦのホットリペア室、コンタクトリペア室、第２コンタクトリペア室及

び各施設のセル等を除く。 

(1) 外部放射線に係る線量率が１ｍＳｖ／ｈを超える場所 

(2) 放射性物質によって汚染された床等の表面密度が線量告示に定める表面

密度限度を超える場所 

(3) 空気中の放射性物質の濃度（１週間平均）が線量告示別表第１第４欄又

は別表第２第２欄に定める空気中濃度限度の値を超える場所 

２．施設管理統括者が汚染拡大防止又は被ばく制限をするため、必要あると認め

た場所 

 

 

別表第１４ 外部被ばくによる線量の測定・評価（第３９条、第４９条） 

(1) 放射線業務従事者 

対象者 個人線量計 着用及び評価の頻度 

放射線業務従

事者 

ガラス線量

計等 

着用は、立入りのつど 

評価は、３月間ごと（女子にあっては１月間ご

と）及び必要のつど 

指リング 必要のつど 

（等価線量評価を要する場合に着用させる。） 

 

(2) 一時立入者 

対象者 個人線量計 着用及び測定の頻度 

一時立

入者 

ポケット線

量計 

立入りのつど 

（ただし、見学等のために管理区域へ立ち入らせる場合

は、代表者にのみ着用させることができる。） 

 

別表第１４の２ 内部被ばくによる線量の評価（第４９条） 

対象者 検査項目 実施条件は頻度 

放射線業務従

事者 

 

体外計測 ３月間ごと２ｍＳｖを超えるおそれがある場合

又は必要のつど 

バイオアッセイ 必要のつど 

 

別表第１５ （省略） 

別表第１２ ＷＤＦにおける区域区分と線量当量率（第３１条） 

区域名 線量当量率 備考 

グリーン区域 ≦２０μＳｖ／ｈ 放射線業務従事者等が立ち入る区域で汚

染の生じるおそれがほとんどない区域 

アンバー区域 ≦２００μＳｖ／ｈ 放射線業務従事者等が立ち入る区域で作

業により一時的に汚染のおそれがある区

域 

レッド区域 ＞２００μＳｖ／ｈ セル、ホール等で汚染あるいは汚染のお

それがある区域 

 

 

別表第１３ 立入制限区域の設定基準（第３４条） 

立入制限区域 

１．以下の各号の一に該当する区域。ただし、通常立ち入ることなく別途管理す

るＦＭＦのホットリペア室、コンタクトリペア室、第２コンタクトリペア室及

び各施設のセル等を除く。 

(1) 外部放射線に係る線量当量率が１ｍＳｖ／ｈを超える場所 

(2) 放射性物質によって汚染された床等の表面密度が線量告示に定める表面

密度限度を超える場所 

(3) 空気中の放射性物質の濃度（１週間平均）が線量告示別表第１第４欄又

は別表第２第２欄に定める空気中濃度限度の値を超える場所 

２．施設管理統括者が汚染拡大防止又は被ばく制限をするため、必要あると認め

た場所 

 

 

別表第１４ 外部被ばくによる線量の測定・評価（第３９条、第４９条） 

(1) 放射線業務従事者 

対象者 個人線量計 着用及び評価の頻度 

放射線業務従

事者 

基本線量計 着用は、立入りの都度 

評価は、３月間ごと（女子にあっては１月間ご

と）及び必要の都度 

等価線量評価を要する場合に着用させる基本線量

計にあっては、着用及び評価の頻度は必要の都度 

 

(2) 一時立入者 

対象者 個人線量計 着用及び測定の頻度 

一時立

入者 

補助線量計 立入りの都度 

（ただし、見学等のために管理区域へ立ち入らせる場

合は、代表者にのみ着用させることができる。） 

 

別表第１４．２ 内部被ばくによる線量の評価（第４９条） 

対象者 検査項目 実施条件は頻度 

放射線業務従

事者 

 

体外計測 ３月間ごと２ｍＳｖを超えるおそれがある場合

又は必要の都度 

バイオアッセイ 必要の都度 

 

別表第１５ （変更なし） 

用語の見直し 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人線量計の区分の明確化 

（指リングは基本線量計に包

含） 

記載の適正化 

 

 

 

 

個人線量計の区分の明確化 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 
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変更前 変更後 備考 

別表第１６ 管理区域内における線量率等の測定（第４６条） 

項目 頻度 測定方法 測定場所 

外部放射線に

係る線量率 

放射線遮蔽物の側壁につい

て毎日作業中１回 

エリアモニタ

又はサーベイ

メータ 

遮蔽物側壁表面 

管理区域内について週１回  

注 

エリアの代表点 

管理区域周辺について月１

回 

サーベイメー

タ 

管理区域の境界 

空気中の放射

性物質濃度 

第１種管理区域内について週

１回  注 

  

室内ダストモ

ニタ又はエア

スニファ 

管理区域内の汚染

の可能性のある場

所 

表面密度 第１種管理区域内について週

１回 注 

スミヤ法又は

ダイ 

レクト法 

エリアの代表点及

び休憩 

場所の代表点 第２種管理区域内について月

１回 

管理区域周辺について月１

回 

管理区域の境界

（出入口） 

注；使用施設における放射線作業が１週間を超える期間内に行われないときは、当該

期間内の測定を要しない。ただし、この場合にあっても１月を超えない期間内で

１回以上測定するものとする。 

 

 

別表第１７～別表第１９ （省略） 

 

 

別表第２０ ＡＧＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数 量 測定項目 

エリアモニタ γ １５台 管理区域内のγ線の線量率 

 

非常用モニタ γ ５台 臨界事故の検出 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各２台 排気中の放射性じんあい、

放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ α、βγ 検出器４台 

吸引端２８

ヶ所 

管理区域内の空気中の放射

性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ βγ ２台 

サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域外

へ退出する者の手足、衣服

等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 

 

別表第１６ 管理区域内における線量当量率等の測定（第４６条） 

項目 頻度 測定方法 測定場所 

外部放射線に

係る線量当量

率 

放射線遮蔽物の側壁につい

て毎日作業中１回 

エリアモニタ

又はサーベイ

メータ 

遮蔽物側壁表面 

管理区域内について週１回  

注 

エリアの代表点 

管理区域周辺について月１

回 

サーベイメー

タ 

管理区域の境界 

空気中の放射

性物質濃度 

第１種管理区域内について週

１回  注 

  

室内ダストモ

ニタ又はエア

スニファ 

管理区域内の汚染

の可能性のある場

所 

表面密度 第１種管理区域内について週

１回 注 

スミヤ法又は

ダイ 

レクト法 

エリアの代表点及

び休憩 

場所の代表点 第２種管理区域内について月

１回 

管理区域周辺について月１

回 

管理区域の境界

（出入口） 

注；使用施設における放射線作業が１週間を超える期間内に行われないときは、当該

期間内の測定を要しない。ただし、この場合にあっても１月を超えない期間内で

１回以上測定するものとする。 

 

 

別表第１７～別表第１９ （変更なし） 

 

 

別表第２０ ＡＧＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数 量 測定項目 

エリアモニタ γ １５台 管理区域内のγ線の線量当

量率 

非常用モニタ γ ５台 臨界事故の検出 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各２台 排気中の放射性じんあい、

放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ α、βγ 検出器４台 

吸引端２８

ヶ所 

管理区域内の空気中の放射

性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ βγ ２台 

サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域外

へ退出する者の手足、衣服

等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量当量率及び表面密度 

 

用語の見直し 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 
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変更前 変更後 備考 

別表第２１ ＭＭＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ６台 管理区域内のγ線の線量率 

 

非常用モニタ γ ３台 臨界事故の検出 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあい、放

射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ βγ 検出器３台 

吸引端２０ヶ所 

管理区域内の空気中の放射

性じんあいの濃度 

 

ハンドフットモニタ 

 

βγ 

 

２台 

サービスエリアから操作室、

操作室から管理区域外へ退

出する者の手足、衣服等の表

面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 

 

 

別表第２２ ＭＭＦ－２放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０

条、第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ５台 管理区域内のγ線の線量

率、臨界事故の検出＊ 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあ

い、放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ βγ 検出器２台 

吸引端１２ヶ

所 

管理区域内の空気中の放

射性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ βγ ２台 

サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域

外へ退出する者の手足、

衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 

＊：３台が臨界事故の検出機能を合わせ持つ 

 

 

 

 

 

 

別表第２１ ＭＭＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ６台 管理区域内のγ線の線量当

量率 

非常用モニタ γ ３台 臨界事故の検出 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあい、放

射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ βγ 検出器３台 

吸引端２０ヶ所 

管理区域内の空気中の放射

性じんあいの濃度 

 

ハンドフットモニタ 

 

βγ 

 

２台 

サービスエリアから操作室、

操作室から管理区域外へ退

出する者の手足、衣服等の表

面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量当量率及び表面密度 

 

 

別表第２２ ＭＭＦ－２放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０

条、第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ５台 管理区域内のγ線の線量

当量率、臨界事故の検出＊ 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあ

い、放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ βγ 検出器２台 

吸引端１２ヶ

所 

管理区域内の空気中の放

射性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ βγ ２台 

サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域

外へ退出する者の手足、

衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量当量率及び表面密度 

＊：３台が臨界事故の検出機能を合わせ持つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 
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変更前 変更後 備考 

別表第２３ ＦＭＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ２２台 管理区域内のγ線及び中

性子線の線量率 ｎ ２台 

非常用モニタ γ ２台 臨界事故の検出 

ｎ ２台 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあ

い、放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ α、βγ 検出器６台 

吸引端２０ヶ

所 

管理区域内の空気中の放

射性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ 

又はゲートモニタ 

βγ ２台 サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域

外へ退出する者の手足、

衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、

γ、ｎ 

１式 線量率並びに表面密度 

 

 

別表第２４ ＷＤＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ １２台 管理区域内のγ線の線量率 

 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあ

い、放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ βγ 検出器４台 

吸引端１８ヶ

所 

管理区域内の空気中の放射

性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ又は

ゲートモニタ 

βγ ２台 サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域外

へ退出する者の手足、衣服

等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 

 

 

 

 

別表第２３ ＦＭＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ２２台 管理区域内のγ線及び中

性子線の線量当量率 ｎ ２台 

非常用モニタ γ ２台 臨界事故の検出 

ｎ ２台 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあ

い、放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ α、βγ 検出器６台 

吸引端２０ヶ

所 

管理区域内の空気中の放

射性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ 

又はゲートモニタ 

βγ ２台 サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域

外へ退出する者の手足、

衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、

γ、ｎ 

１式 線量当量率及び表面密度 

 

 

別表第２４ ＷＤＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、第

６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ １２台 管理区域内のγ線の線量当

量率 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

ガスモニタ 

α、βγ、γ 各１台 排気中の放射性じんあ

い、放射性ガスの濃度 

室内ダストモニタ βγ 検出器４台 

吸引端１８ヶ

所 

管理区域内の空気中の放射

性じんあいの濃度 

ハンドフットモニタ又は

ゲートモニタ 

βγ ２台 サービスエリアから操作

室、操作室から管理区域外

へ退出する者の手足、衣服

等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量当量率及び表面密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 
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変更前 変更後 備考 

別表第２５ ＪＷＴＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、

第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ５台 管理区域のγ線の線量率 

排気モニタ βγ １台 排気中の放射性じんあいの濃

度 

ゲートモニタ βγ １台 管理区域から退出する者の手

足、衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量率並びに表面密度 

 
 

別表第２６ ＩＲＡＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、
第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ２台 管理区域のγ線及び中性子線

の線量率 ｎ １台 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

α、βγ 各１台 排気中の放射性じんあいの濃

度 

ハンドフットモニタ α、βγ 各１台 管理区域から退出する者の手

足、衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、

γ、ｎ 

１式 線量率並びに表面密度 

 

 

別表第２７ （省略） 

 

別表第２８ 周辺監視区域内運搬に係る線量率（第５１条） 

位置 線量率 

運搬物の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

運搬物の表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

車両の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

車両の表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

コンテナの表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

コンテナの表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２５ ＪＷＴＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、

第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ５台 管理区域のγ線の線量当量率 

排気モニタ βγ １台 排気中の放射性じんあいの濃

度 

ゲートモニタ βγ １台 管理区域から退出する者の手

足、衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、γ １式 線量当量率及び表面密度 

 
 

別表第２６ ＩＲＡＦ放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第５０条、
第６５条） 

放射線管理用機器 測定線種 数量 測定項目 

エリアモニタ γ ２台 管理区域のγ線及び中性子線

の線量当量率 ｎ １台 

排気モニタ 

βγダストモニタ 

αダストモニタ 

α、βγ 各１台 排気中の放射性じんあいの濃

度 

ハンドフットモニタ α、βγ 各１台 管理区域から退出する者の手

足、衣服等の表面密度 

サーベイメータ α、βγ、

γ、ｎ 

１式 線量当量率及び表面密度 

 
 
別表第２７ （変更なし） 

 

別表第２８ 周辺監視区域内運搬に係る線量当量率（第５１条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置 線量当量率 

運搬物の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

運搬物の表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

車両の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

車両の表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

コンテナの表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

コンテナの表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

用語の見直し及び記載の適正

化 

 

 

 

 

用語の見直し 

用語の見直し 
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変更前 変更後 備考 

別表第２９ 周辺監視区域外運搬に係る線量率（第５２条） 

測定対象 線量率 

核燃料輸

送物 

Ｌ型輸送物 表面 ５μＳｖ／ｈ 

Ａ型、ＢＭ型、Ｂ

Ｕ型、ＩＰ－１

型、ＩＰ－２型及

びＩＰ－３型輸送

物 

表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

輸送物が収納されているコンテ

ナ及びオーバパック 

表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

コンテナ又はタンクを容器とし

て使用する核燃料輸送物 

表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

車両 運搬に従事する者が通常乗車

する場所 

２０μＳｖ／ｈ 

車両の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

 

 

 

 

別表第３０ 固体廃棄物の分類（第５３条、第６３条） 

分類 基準 廃 棄 物 の 性 状 

線量率 α放射性物質含有量 

β 

・ 

γ 

固 

体 

廃 

棄 

物 

Ａ 

容器表面で 

２ｍＳｖ／ｈ 

未満 

容器（２０基準） 

当たり３.７ ×１０4 Ｂｑ未

満 

可燃性 

不燃性 

フィルタ類 

特殊廃棄物 

 

固 

体 

廃 

棄 

物 

Ｂ 

容器表面で 

２ｍＳｖ／ｈ 

以上 

容器（２０基準） 

当たり３.７ ×１０4 Ｂｑ未

満 

一般廃棄物 

特殊廃棄物 

別表第２９ 周辺監視区域外運搬に係る線量当量率（第５２条） 

測定対象 線量当量率 

核燃料輸

送物 

Ｌ型輸送物 表面 ５μＳｖ／ｈ 

Ａ型、ＢＭ型、Ｂ

Ｕ型、ＩＰ－１

型、ＩＰ－２型及

びＩＰ－３型輸送

物 

表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

輸送物が収納されているコンテ

ナ及びオーバパック 

表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

コンテナ又はタンクを容器とし

て使用する核燃料輸送物 

表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

車両 運搬に従事する者が通常乗車

する場所 

２０μＳｖ／ｈ 

車両の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

 

 

 

 

別表第３０ 固体廃棄物の分類（第５３条、第６３条） 

分類 基準 廃 棄 物 の 性 状 

線量当量率 α放射性物質含有量 

β 

・ 

γ 

固 

体 

廃 

棄 

物 

Ａ 

容器表面で 

２ｍＳｖ／ｈ 

未満 

容器（２０基準） 

当たり３.７ ×１０4 Ｂｑ未

満 

可燃性 

不燃性 

フィルタ類 

特殊廃棄物 

 

固 

体 

廃 

棄 

物 

Ｂ 

容器表面で 

２ｍＳｖ／ｈ 

以上 

容器（２０基準） 

当たり３.７ ×１０4 Ｂｑ未

満 

一般廃棄物 

特殊廃棄物 

用語の見直し 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 
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変更前 変更後 備考 

α 固 

体 

廃 

棄 

物 

Ａ 

容器表面で 

５００μＳｖ／

ｈ 

未満 

容器（２０基準） 

当たり３.７ ×１０4 Ｂｑ以

上 

３.７ ×１０7 Ｂｑ未満 

可燃性 

不燃性 

フィルタ類 

特殊廃棄物 

 

固 

体 

廃 

棄 

物 

Ｂ 

容器表面で 

５００μＳｖ／

ｈ 

以上 

容器当たり３.７ ×１０7 Ｂ

ｑ以上 

ただしＰｕとして１ｇ未満、

核分裂性物質として４ｇ未満 

一般廃棄物 

フ ィ ル タ 類 

 

別表第３１～別表第３７ （省略） 

 

別表第３８ 放射線モニタの警報設定値（第７０条） 

放射線モニタ 区分 警報設定値 

エリアモニタ 人が一時的に立ち入る区域

で、線量率が２００μＳｖ

／ｈ以下の区域 

１００μＳｖ／ｈ 

人が常時立ち入る区域で、

線量率が２０μＳｖ／ｈ以

下の区域 

１０μＳｖ／ｈ 

非常用モニタ γ線用 １ｍＳｖ／ｈ 

中性子線用 １０Ｓｖ／ｈ 

排気モニタ βγダストモニタ ５.６×１０－６Ｂｑ／ｃｍ３（１日間平

均濃度）＊1 

αダストモニタ ２.１×１０－８Ｂｑ／ｃｍ３（１日間

平均濃度）＊1 

ヨウ素モニタ ３.５×１０－５Ｂｑ／ｃｍ３ (１日間

平均濃度) 

ガスモニタ １.０×１０－１Ｂｑ／ｃｍ３
 
＊2 

室内ダストモ

ニタ 

βγダストモニタ ２.１×１０－４Ｂｑ／ｃｍ３（１日間

平均濃度）＊1 

αダストモニタ ４.９×１０－７Ｂｑ／ｃｍ３（１日間

平均濃度）＊1 

α 固 

体 

廃 

棄 

物 

Ａ 

容器表面で 

５００μＳｖ／

ｈ 

未満 

容器（２０基準） 

当たり３.７ ×１０4 Ｂｑ以

上 

３.７ ×１０7 Ｂｑ未満 

可燃性 

不燃性 

フィルタ類 

特殊廃棄物 

 

固 

体 

廃 

棄 

物 

Ｂ 

容器表面で 

５００μＳｖ／

ｈ 

以上 

容器当たり３.７ ×１０7 Ｂ

ｑ以上 

ただしＰｕとして１ｇ未満、

核分裂性物質として４ｇ未満 

一般廃棄物 

フ ィ ル タ 類 

 

別表第３１～別表第３７ （変更なし） 

 

別表第３８ 放射線モニタの警報設定値（第７０条） 

放射線モニタ 区分 警報設定値 

エリアモニタ 人が一時的に立ち入る区域

で、線量当量率が２００μ

Ｓｖ／ｈ以下の区域 

１００μＳｖ／ｈ 

人が常時立ち入る区域で、

線量当量率が２０μＳｖ／

ｈ以下の区域 

１０μＳｖ／ｈ 

非常用モニタ γ線用 １ｍＳｖ／ｈ 

中性子線用 １０Ｓｖ／ｈ 

排気モニタ βγダストモニタ ５.６×１０－６Ｂｑ／ｃｍ３（１日間平

均濃度）＊1 

αダストモニタ ２.１×１０－８Ｂｑ／ｃｍ３（１日間

平均濃度）＊1 

ヨウ素モニタ ３.５×１０－５Ｂｑ／ｃｍ３ (１日間

平均濃度) 

ガスモニタ １.０×１０－１Ｂｑ／ｃｍ３
 
＊2 

室内ダストモ

ニタ 

βγダストモニタ ２.１×１０－４Ｂｑ／ｃｍ３（１日間

平均濃度）＊1 

αダストモニタ ４.９×１０－７Ｂｑ／ｃｍ３（１日間

平均濃度）＊1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

用語の見直し 
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変更前 変更後 備考 

＊１：βγダストは９０Ｓｒ、αダストは２３９Ｐｕ相当 

＊２：パンクチャ試験等計画的な放射性ガスの放出時に限り ３.７Ｂｑ／ｃｍ３まで

設定できるものとする。 

 

 

別表第３９ 年間予定使用量（第７２条） 

(1) ＡＧＦ 

核燃料物質の種類 年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

(1) 天然ウラン及びその化合物 ４５ｋｇ－Ｕ ４５ｋｇ－Ｕ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 １０ｋｇ－Ｕ １０ｋｇ－Ｕ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 

濃縮度 ２０%未満 

濃縮度 ２０%以上 

 

６０ｋｇ－Ｕ  

１０ｋｇ－Ｕ 

 

６０ｋｇ－Ｕ  

１０ｋｇ－Ｕ 

(4) プルトニウム及びその化合物 ５ｋｇ－Ｐｕ ５ｋｇ－Ｐｕ 

(5) ウラン-２３３及びその化合物 １０ｋｇ－Ｕ １０ｋｇ－Ｕ 

(6) トリウム及びその化合物 ５ｋｇ－Ｔｈ ５ｋｇ－Ｔｈ 

(7) 上記物質(3)及び(4)を含む物質＊ ７５ｋｇ－Ｕ・Ｐｕ ７５ｋｇ－Ｕ・Ｐｕ 

＊：(7)は、(3)及び(4)の内枠の合算値である。 

 

 

 

 

 

 

（2）ＭＭＦ ～（3）ＭＭＦ－２ （省略） 

 

 

（4）ＦＭＦ 
核燃料物質の種類 年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

(1) 天然ウラン及びその化合物 １ｋｇ－Ｕ ６ｋｇ－Ｕ＊6  

(2) 劣化ウラン及びその化合物 ５００ｋｇ－Ｕ＊１ ５００ｋｇ－Ｕ＊１ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 
濃縮度 ２０%未満 
濃縮度 ２０%以上 

 
６０ｋｇ－Ｕ＊2 
１７ｋｇ－Ｕ＊3  

 
６０ｋｇ－Ｕ＊2  
１７ｋｇ－Ｕ＊3  

(4) プルトニウム及びその化合物 ８６ｋｇ－Ｐｕ＊4  ８６ｋｇ－Ｐｕ＊4
 

 

(5) 上記物質(3)及び(4)を含む物質＊5 １６３ｋｇ－Ｐｕ・Ｕ １６３ｋｇ－Ｐｕ・Ｕ 

(6) トリウム及びその化合物 ０.０５ｋｇ－Ｔｈ ０.０５ｋｇ－Ｔｈ 

＊１：「もんじゅ」内側炉心燃料集合体６体及び「もんじゅ」ブランケット燃料集合

体３体並びに「常陽」 ＭＫ－Ⅱ炉心燃料集合体１０体に相当する。 

＊１：βγダストは９０Ｓｒ、αダストは２３９Ｐｕ相当 

＊２：パンクチャ試験等計画的な放射性ガスの放出時に限り ３.７Ｂｑ／ｃｍ３まで

設定できるものとする。 

 

 

別表第３９ 年間予定使用量（第７２条） 

(1) ＡＧＦ 

核燃料物質の種類 年間予定使用量＊２ 

最大存在量 延べ取扱量 

(1) 天然ウラン及びその化合物 ４５ｋｇ－Ｕ ４５ｋｇ－Ｕ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 １０ｋｇ－Ｕ １０ｋｇ－Ｕ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 

濃縮度 ２０%未満 

濃縮度 ２０%以上 

 

６０ｋｇ－Ｕ  

１０ｋｇ－Ｕ 

 

６０ｋｇ－Ｕ  

１０ｋｇ－Ｕ 

(4) プルトニウム及びその化合物 ５ｋｇ－Ｐｕ ５ｋｇ－Ｐｕ 

(5) ウラン-２３３及びその化合物 １０ｋｇ－Ｕ １０ｋｇ－Ｕ 

(6) トリウム及びその化合物 ５ｋｇ－Ｔｈ ５ｋｇ－Ｔｈ 

(7) 上記物質(3)及び(4)を含む物質＊１ ７５ｋｇ－Ｕ・Ｐｕ ７５ｋｇ－Ｕ・Ｐｕ 

＊１：(7)は、(3)及び(4)の内枠の合算値である。 

＊２：１Ｆ燃料デブリに関する年間予定使用量を含む。１Ｆ燃料デブリに関する年間

予定使用量の詳細については別表第３９．１（１）参照。 

なお、１Ｆ燃料デブリに関する年間予定使用量については、別表第３９．１

（１）で示した年間予定使用量の範囲内において取り扱うこととする。 

 

 

（2）ＭＭＦ ～（3）ＭＭＦ－２ （変更なし） 

 

 

（4）ＦＭＦ 
核燃料物質の種類 年間予定使用量＊６ 

最大存在量 延べ取扱量 

(1) 天然ウラン及びその化合物 １ｋｇ－Ｕ １ｋｇ－Ｕ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 ５００ｋｇ－Ｕ＊１ ５００ｋｇ－Ｕ＊１ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 
濃縮度 ２０%未満 
濃縮度 ２０%以上 

 
６０ｋｇ－Ｕ＊2 
１７ｋｇ－Ｕ＊3  

 
６０ｋｇ－Ｕ＊2 
１７ｋｇ－Ｕ＊3  

(4) プルトニウム及びその化合物 ８６ｋｇ－Ｐｕ＊4 ８６ｋｇ－Ｐｕ＊4 

(5) 上記物質(3)及び(4)を含む物質＊5 １６３ｋｇ－Ｐｕ・Ｕ １６３ｋｇ－Ｐｕ・Ｕ 

(6) トリウム及びその化合物 ０.０５ｋｇ－Ｔｈ ０.０５ｋｇ－Ｔｈ 

＊１：「もんじゅ」内側炉心燃料集合体６体及び「もんじゅ」ブランケット燃料集合

体３体並びに「常陽」 ＭＫ－Ⅱ炉心燃料集合体１０体に相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ燃料デブリの取扱いによ

る注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作

業終了に伴う延べ取扱量の変

更 
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変更前 変更後 備考 

＊２：「常陽」ＭＫ－Ⅲ内側炉心燃料集合体８体に相当する。 

＊３：「常陽」増殖炉心燃料集合体２体に相当する。 

＊４：「常陽」ＭＫ－Ⅱ炉心燃料集合体１０体及び「もんじゅ」外側炉心燃料集合体

６体に相当する。 

＊５：(5)は(3)及び(4)の内枠の合算値である。 

＊６：燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器の開封点検作業分（５ｋｇ）

を含む。 

 

 

 

（5） ＩＲＡＦ （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊２：「常陽」ＭＫ－Ⅲ内側炉心燃料集合体８体に相当する。 

＊３：「常陽」増殖炉心燃料集合体２体に相当する。 

＊４：「常陽」ＭＫ－Ⅱ炉心燃料集合体１０体及び「もんじゅ」外側炉心燃料集合体

６体に相当する。 

＊５：(5)は(3)及び(4)の内枠の合算値である。 

＊６：１Ｆ燃料デブリに関する年間予定使用量を含む。１Ｆ燃料デブリに関する年間

予定使用量の詳細については別表第３９．１（２）参照。 

なお、１Ｆ燃料デブリに関する年間予定使用量については、別表第３９．１

（２）で示した年間予定使用量の範囲内において取り扱うこととする。 

 

（5） ＩＲＡＦ （変更なし） 

 

別表第３９．１ 年間予定使用量（第７２条） 

(1) ＡＧＦ 

核燃料物質の種類 年間予定使用量＊１ 

最大存在量 延べ取扱量 

 １Ｆ燃料デブリ １０ｇ １０ｇ 

 
 
ただし、(1)～（4）の重量の合計が
いかなる組合せにおいても１０ｇを
超えないこととする。 
 

  

(1) 天然ウラン及びその化合物 １０ｇ １０ｇ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 １０ｇ １０ｇ 

(3) 濃縮ウラン及びその化合物 
（濃縮度２０％未満） 

１０ｇ １０ｇ 

(4) プルトニウム及びその化合物 １０ｇ １０ｇ 

＊１：１Ｆ燃料デブリの年間予定使用量については、燃料成分（Ｕ、Ｐｕ）のみの重量と

して１０ｇを取り扱う。実際の１Ｆ燃料デブリは、燃料成分に加えて金属等の不純

物が含まれた混合物であるため、施設の受け入れ時には、受け入れ試料全体の重量

（１Ｆで測定した重量）を燃料成分として取り扱うことで、正味の燃料成分よりも

多く核燃料物質を見積もることにより、保守側の管理とする。また、１Ｆ燃料デブ

リを搬入する際は、天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン（濃縮度２０％未満）、

プルトニウムについて１Ｆ燃料デブリの重量（受入量）がそれぞれ(1)から(4)の年

間予定使用量を超えないことを確認する。さらに、１Ｆ燃料デブリの受入量は別表

第３９(1)ＡＧＦの範囲で行い、これを超える核燃料物質の受入れは行わない。 
 

(2) ＦＭＦ 

核燃料物質の種類 
年間予定使用量＊１ 

最大存在量 延べ取扱量 

 １Ｆ燃料デブリ ９０ｇ ９０ｇ 

 

 
ただし、(1)～（4）の重量の合計がい
かなる組合せにおいても９０ｇを超え
ないこととする。 
 

  

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作

業終了に伴う記載を削除し 

１Ｆ燃料デブリの取扱いによ

る注釈に変更 

 

 

 

１Ｆ燃料デブリの取扱いによ

る年間予定使用量の追加（以

下、同じ。） 
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変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条） 

（1） ＡＧＦ （省略） 

（2） ＭＭＦ （省略） 

（3） ＭＭＦ－２ （省略） 

 
（4） ＦＭＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ） 

試験セル全体 

 

（ を含む） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

(1) 天然ウラン及びその化合物 ９０ｇ ９０ｇ 

(2) 劣化ウラン及びその化合物 ９０ｇ ９０ｇ 

(3) 
濃縮ウラン及びその化合物 
（濃縮度２０％未満） 

９０ｇ ９０ｇ 

(4) プルトニウム及びその化合物 ９０ｇ ９０ｇ 

＊１：１Ｆ燃料デブリの年間予定使用量については、燃料成分（Ｕ、Ｐｕ）のみの重量とし

て９０ｇを取り扱う。実際の１Ｆ燃料デブリは、燃料成分に加えて金属等の不純物が

含まれた混合物であるため、施設の受け入れ時には、受け入れ試料全体の重量（１Ｆ

で測定した重量）を燃料成分として取り扱うことで、正味の燃料成分よりも多く核燃

料物質を見積もることにより、保守側の管理とする。また、１Ｆ燃料デブリを搬入す

る際は、天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン（濃縮度２０％未満）、プルトニウム

について１Ｆ燃料デブリの重量（受入量）がそれぞれ(1)から(4)の年間予定使用量を

超えないことを確認する。さらに、１Ｆ燃料デブリの受入量は別表第３９(4)ＦＭＦの

範囲で行い、これを超える核燃料物質の受入れは行わない。 

 

別表第４０ 核燃料物質取扱制限量（第７３条） 

（1） ＡＧＦ （変更なし） 

（2） ＭＭＦ （変更なし） 

（3） ＭＭＦ－２ （変更なし） 

 
（4） ＦＭＦ 

取扱区域 制限量（ｸﾞﾗﾑ） 

試験セル全体 

 

（ を含む） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ燃料デブリの取扱いによ

る年間予定使用量の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 
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変更前 変更後 備考 

除染セル 

 

 

各ワークステーション 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２  

4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

9,000 - プルトニウム 

18,700 - 濃縮ウラン 

75,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

クリーンセル 

 

 

各ワークステーション 

 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 
 1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、クリーンセル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

9,000 - プルトニウム 

18,700 - 濃縮ウラン 

75,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

ラジオグラフィセル 

 

3,220 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

35,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

除染セル 

 

 

各ワークステーション 

 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 

1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

9,000 - プルトニウム 

18,700 - 濃縮ウラン 

75,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

クリーンセル 

 

各ワークステーション 

 

（燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（自由取扱ピンの場合） 
 1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、クリーンセル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

9,000 - プルトニウム 

18,700 - 濃縮ウラン 

75,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

ラジオグラフィセル 3,220 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

35,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 ＊1 
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変更前 変更後 備考 

金相セル 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ホットリペア室＊３ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

コンタクトリペア室＊３ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスクカー 

 

2,830 - プルトニウム 

7,560 - 濃縮ウラン 

10,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

集合体キャスク （燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取り扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

キャスク１ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク２ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク３ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク４ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク５ 

 

580 - プルトニウム 

600 - 濃縮ウラン  

9,650 - 劣化ウラン 

第２試験セル全体 

 

（ を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

  

 

第２除染セル 

 

各ワークステーション 

（燃料集合体の場合）＊２ 

30,040 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

256,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（ピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

4,730 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

金相セル 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

ホットリペア室＊３ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

コンタクトリペア室＊３ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスクカー 2,830 - プルトニウム 

7,560 - 濃縮ウラン 

10,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

集合体キャスク （燃料集合体又はピンを100㎜φ以下の容器で取り扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

キャスク１ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク２ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク３ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク４ 220 - プルトニウム、ウラン-235の合計量 

キャスク５ 580 - プルトニウム 

600 - 濃縮ウラン  

9,650 - 劣化ウラン 

第２試験セル全体 

 

（ を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

  

 

第２除染セル 

 

各ワークステーション 

（燃料集合体の場合）＊２ 

30,040 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

256,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（ピンを100㎜φ以下の容器で取扱う場合）＊２ 

4,500 - プルトニウム 

4,730 - 濃縮ウラン 

38,000 - 劣化ウラン 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作

業終了に伴う注釈の削除（以

下、同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 
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変更前 変更後 備考 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

 

（自由取扱ピンの場合） 

1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

74,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、第２除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

31,320 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

259,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

ＣＴ検査室 8,940 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

74,000 - 劣化ウラン  

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

＊１：乾燥系に限る。 

＊２：形状管理による条件。 

＊３：燃料研究棟のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器の開封点検を行う。 

注；ＡＧＦ及びＭＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

 

（5） ＩＲＡＦ （省略） 

 

別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条） 

設備区分 巡視項目 

セル等＊１  

フード＊１  

イ 差圧（フードにあっては吸引状態） 

ロ セルのγ線の線量率 

ハ セルしゃへい扉のインターロック表示確認 

ニ セル内温度モニタ＊２の指示温度 

廃棄物処理設備＊３  

廃液設備 

廃液処理装置＊４ 

外観点検 

電源設備 イ 電流 

ロ 電圧 

無停電電源設備＊５  電圧 

換気設備＊６ フィルタ差圧 

＊１：ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備 

＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊３：ＪＷＴＦ設備 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

 

（自由取扱ピンの場合） 

1,350 - プルトニウム(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

3,180 - 濃縮ウラン(MK-Ⅱ炉心ピンに対して) 

830 - プルトニウム(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

1,970 - 濃縮ウラン(Ⅱ型特殊燃料ピンに対して) 

3,390 - プルトニウム(｢もんじゅ｣外側炉心ピンに対して) 

74,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

（但し、第２除染セル全体での取扱制限量は以下の量とする） 

31,320 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

259,000 - 劣化ウラン 

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

ＣＴ検査室 8,940 - プルトニウム 

9,350 - 濃縮ウラン 

74,000 - 劣化ウラン  

1,000 - 天然ウラン 

50 - トリウム 

＊１：乾燥系に限る。 

＊２：形状管理による条件。 

 

注；ＡＧＦ及びＭＭＦのキャスクを使用する場合は、当該キャスクの制限量に従う。 

 

（5） ＩＲＡＦ （変更なし） 

 

別表第４１ 巡視（第６５条、第７７条） 

設備区分 巡視項目 

セル等＊１  

フード＊１  

イ 差圧（フードにあっては吸引状態） 

ロ セルのγ線の線量当量率 

ハ セルしゃへい扉のインターロック表示確認 

ニ セル内温度モニタ＊２の指示温度 

廃棄物処理設備＊３  

廃液設備 

廃液処理装置＊４ 

外観点検 

電源設備 イ 電流 

ロ 電圧 

無停電電源設備＊５  電圧 

換気設備＊６ フィルタ差圧 

＊１：ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＪＷＴＦ設備 

＊２：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊３：ＪＷＴＦ設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作

業終了に伴う注釈の削除 

 

 

 

 

 

 

用語の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 ＊1 
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変更前 変更後 備考 

＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊５：ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備 

＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る 

 

別表第４２～別表第４３ （省略） 

 

別表第４４ 開封点検及び酸化処理に関する作業における作業員の力量（第７４条の３） 

 

評価項目 

 

移動作業 

バッグイン・

バッグアウト 

作業 

酸化処理 

グローブボックス作業 

（No.5ＧＢ） 

 ○ ○ 

グローブボックス作業 

（No.15ＧＢ） 

 ○ ○ 

小型焼成用加熱炉の取扱い   ○ 

液体クロマトグラフィー 

（前処理炉含む。）の取扱い 

  ○ 

プルトニウム、濃縮ウラン貯 

蔵容器の取扱い 

○   

核燃料物質等の臨界管理 ○ ○ ○ 

核燃料物質の取扱い ○ ○ ○ 

放射線作業の管理 ○ ○ ○ 

非常の場合に採るべき措置 ○ ○ ○ 

現場作業の安全確保 ○ ○ ○ 

グリーンハウスの設置 ○ ○ ○ 

 

 

別図第１～別図第１１（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊４：ＡＧＦ設備及びＷＤＦ設備 

＊５：ＡＧＦ、ＭＭＦ、ＭＭＦ－２、ＦＭＦ、ＷＤＦ及びＩＲＡＦ設備 

＊６：管理区域内部の負圧維持のための排気設備に限る 

 

別表第４２～別表第４３ （変更なし） 

 

別表第４４ 酸化処理に関する作業における作業員の力量（第７４条の３） 

 

評価項目 

 

移動作業 

バッグイン・

バッグアウト 

作業 

 

酸化処理 

グローブボックス作業 

（No.5ＧＢ） 

 ○ ○ 

グローブボックス作業 

（No.15ＧＢ） 

 ○ ○ 

小型焼成用加熱炉の取扱い   ○ 

液体クロマトグラフィー 

（前処理炉含む。）の取扱い 

  ○ 

（削る） 

 

核燃料物質等の臨界管理 ○ ○ ○ 

核燃料物質の取扱い ○ ○ ○ 

放射線作業の管理 ○ ○ ○ 

非常の場合に採るべき措置 ○ ○ ○ 

現場作業の安全確保 ○ ○ ○ 

グリーンハウスの設置 ○ ○ ○ 

 

 

別図第１～別図第１１（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作

業終了に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃研棟貯蔵容器開封点検作

業終了に伴う評価項目の削

除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 
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変更前 備考 
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変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書名の適正化及

び文書番号の追加 

（以下同じ。） 
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